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   平成２８年９月５日（１） 

開議 １０陣００分 

○議長 磯永優二君 

 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は、１３名であります。 

 これより平成２８年第４回豊前市議会定例会を開会し、ただちに本日の会議を開きます。 

 日程第１ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

今定例会の会期は、議会運営委員会で協議のとおり、本日から９月２７日までの２３日間

といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議なしと認めます。よって、会期は２３日間と決定いたしました。 

 続きまして、日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、３番 郡司掛八千代

議員、９番 岡本清靖議員を指名いたします。 

 日程第３ 諸般の報告をいたします。 

監査委員より、平成２８年５月分から平成２８年７月分までの出納例月検査の報告が届い

ております。各報告書につきましては、事務局にて保管しておりますので御了承願います。

以上で、報告を終わります。 

 日程第４ 議案の上程を行い、提案理由の説明を受けることにいたします。 

 今定例会には、市長から議案２１件、報告６件、合計２７件が提出されております。こ

れらを一括上程し、議題といたします。 

 それでは、市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長 後藤元秀君 

 おはようございます。本日ここに、平成２８年第４回豊前市議会定例会を招集いたしま

したところ、議員各位には公私ともに御多用のところ御臨席を賜り、誠にありがとうござ

います。厚くお礼を申し上げます。 

 本議会に提案いたしました議案は、条例案件３件、予算案件６件、決算案件１０件、そ

の他の案件２件、報告案件６件の計２７件であります。 

 それでは、議案の順序に従い、御説明を申し上げます。 

 議案第４７号は、豊前市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について

であります。住宅入居手続きに必要な連帯保証人の人数を見直すため、関係規定を整備す

るものであります。 

 議案第４８号は、豊前市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する

条例の制定についてであります。農業協同組合法等の一部を改正する等の法律により、農
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業委員会等に関する法律が一部改正され、農業委員会の委員の選出方法等が改められると

ともに、農地利用最適化推進委員が新設されることに伴い、関係規定を整備するものであ

ります。 

 議案第４９号は、豊前市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正に係る専

決処分についてであります。児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、

緊急に豊前市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する必要が生じたた

め、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分したので、同条第３項の規定に

より、これを報告し承認を求めるものであります。 

 議案第５０号は、旧慣による公有財産の使用の変更についてであります。都市計画道路

上町沓川池線の築造に伴い、旧慣による公有財産を使用する権利を変更するに当たり、地

方自治法第２３８条の６第１項の規定により市議会の議決を求めるものであります。 

 議案第５１号は、豊前市外二町清掃施設組合規約の変更についてであります。平成２８

年１１月１日から豊前市外二町清掃施設組合の事務所の位置を変更することに伴い、豊前

市外二町清掃施設組合規約を変更する必要が生じたため、地方自治法第２９０条の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第５２号は、平成２８年度豊前市一般会計補正予算第２号であります。 

 今回の補正予算は、市政運営上、緊急に必要とされる経費等について、所要の措置をい

たしたところであります。その補正額は８５５２万４０００円で、補正後の予算総額は、

１２１億２２５２万４０００円であります。 

 歳出補正の概要について、御説明申し上げます。 

 ２款総務費に２９０３万円の補正であります。その主なものは、情報セキュリティー対

策システム開発委託料１８３０万円、防犯カメラ設置工事１９９万２０００円の補正であ

ります。 

３款民生費に７５９万８０００円の補正であります。その主なものは、子ども医療シス

テム改修委託料２０９万８０００円、地域子育て支援センター費２５５万円の補正であり

ます。 

４款衛生費に老朽危険家屋等除却促進事業補助金９０万円の補正であります。 

６款農林水産業費に１５２７万６０００円の補正であります。その主なものは、山村振

興事業７２３万３０００円、水田農業担い手機械導入支援事業５０５万４０００円の補正

であります。 

７款商工費に４９３４万３０００円の補正であります。その主なものは人件費４８８４

万３０００円、天狗の湯修繕料５０万円の補正であります。 

８款土木費に２４６４万円の減額補正であります。その主なものは、人件費４１５７万

８０００円を減額し、道路一般単独事業７４６万４０００円、道路補修費８４０万円の補
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正であります。 

９款消防費に、消防団加入促進事業１８１万円の補正であります。 

１０款教育費に６２０万７０００円の補正であります。その主なものは、小中学校電子

黒板購入費３６０万円、歴史文化基本構想策定事業２３５万７０００円の補正であります。 

この補正予算の財源は、歳出補正に伴う国県支出金等の特定財源のほか、一般財源とし

て平成２７年度繰越金、地方交付税をそれぞれ措置したところであります。 

議案第５３号は、平成２８年度豊前市国民健康保険事業特別会計補正予算第２号であり

ます。補正額は９９万９０００円で、国保広域化対応業務委託料によるものであります。 

議案第５４号は、平成２８年度豊前市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第１号であ

ります。補正額は３１９万５０００円で、在宅歯科訪問事業によるものであります。 

議案第５５号は、平成２８年度豊前市バス事業特別会計補正予算第１号であります。補

正額は５６５万円で、バス停留所等の整備によるものであります。 

議案第５６号は、平成２８年度豊前市水道事業会計補正予算第１号であります。平成２

８年度豊前市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出について、人事異動に伴い営業

費用を１４３７万１０００円増額する予定であります。これに伴い、予算第８条に定めた

職員給与費を１４３７万１０００円増額する予定であります。 

議案第５７号は、平成２８年度豊前市下水道事業特別会計補正予算第１号であります。

平成２８年度豊前市下水道事業特別会計予算第２条に定めた業務量について、建設改良費

を８０３０万円増額する予定であります。これ伴い、予算第４条に定めた資本的収入の予

定額を６６６０万円増額する予定で、市として企業債を見込んでいます。また企業債の予

定額を増額することにより、予算第５条に定めた限度額を６６６０万円増額する予定であ

ります。 

議案第５８号から６４号までは、平成２７年度の決算の認定に関する議案であります。 

同議案に係る一般会計のほか６つの特別会計の主要施策の概要及び成果等につきまし

ては、別冊に記述のとおりでありますので、詳細の説明は省略させていただき、会計別の

決算等について、その概要を申し上げます。 

議案第５８号 豊前市一般会計の最終予算額は、１２５億７５６６万７０００円であり

ます。これに対し、歳入決算額は１１９億７２４０万６６１０円で、予算に対する収入率

は、９５．２％、歳出予算額は１１９億１４１１万６０２７円で、対予算の執行率は９４．

７％、歳入歳出差引５８２９万５８３円の形式黒字となっておりますが、翌年度への繰り

越し財源を差し引いた実質収支額は、３３７９万８５８３円の黒字決算となっています。

この内２０００万円は、地方自治法２３３条の２及び財政調整基金条例第２条第１項の規

定に基づき、積立をいたしております。 

議案第５９号は、豊前市国民健康保険事業特別会計の最終予算額は、４２億８６９９万
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円であります。これに対し、歳入決算額は３８億３１０１万７１７４円で、予算に対する

収入率は８９．４％、歳出決算額は３８億４１８３万７９０３円で、対予算の執行率は、

８９．６％、歳入歳出差引１０８２万７２９円の歳入不足となっておりますので、翌年度

より繰上充用いたしております。 

議案第６０号は、豊前市後期高齢者医療事業特別会計の最終予算額は、４億６５０１万

７０００円であります。これに対し、歳入決算額は４億４６８３万２９００円で、予算に

対する収入率は９６．１％、歳出決算額は４億３１６３万５９２８円で、対予算の執行率

は９２．８％、歳入歳出差引１５１９万６９７２円の黒字で、翌年度繰越金となっており

ます。 

議案第６１号 豊前市住宅新築資金等貸付事業特別会計の最終予算額は、２６８５万９

０００円であります。これに対し、歳入決算額は４５５万４５８７円で、予算に対する収

入率は１７．０％、歳出決算額は２６２３万６１２円で、対予算の執行率は９７．７％、

歳入歳出差引２１６７万６０２５円の歳入不足となっていますので、翌年度より繰上充用

いたしております。 

議案第６２号 豊前市営駐車場事業特別会計の最終予算額は、１２５８万４０００円で

あります。これに対し、歳入決算額は１３７３万５７２７円で、予算に対する収入率は１

０９．２％、歳出決算額は１１６４万７１９円で、対予算の執行率は９２．５％、歳入歳

出差引２０９万５００８円の黒字で、翌年度繰越金となっております。 

議案第６３号 豊前市バス事業特別会計の最終予算額は、５７５０万５０００円であり

ます。これに対し、歳入決算額は５６３１万９３円で、予算に対する収入率は９７．９％、

歳出決算額は５６３１万９３円で、対予算の執行率は９７．９％で、歳入歳出は同額とな

っています。 

議案第６４号 豊前市工業用地造成事業特別会計の最終予算額は、３億７３２１万６０

００円であります。これに対し、歳入決算額は１億６５５５万２５４円で、予算に対する

収入率は４４．４％、歳出決算額は１億６５５５万２５４円で、対予算の執行率は４４．

４％で、歳入歳出は同額となっておりますが、２億３００万円を翌年度へ繰り越しており

ます。 

議案第６５号 豊前市水道事業会計の平成２７年度決算は、収益的収支では、収入５億

８６３３万９６８１円に対し、支出５億６６５３万１７０円であり、消費税を除いた当年

度純利益は１４３４万２１９７円となっています。 

なお、営業外収入につきましては、当年度他会計補助金及び長期前受金戻入による収益

であります。また資本的支出では、収入９２０４万８９０円に対し、支出１億７９２８万

１０７４円であり、差引８７２４万１８４円の不足が生じておりますが、この不足額につ

きましては、当年度分消費税資本的収支調整額５０６万９１１９円、過年度分損益勘定留
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保資金８２１７万１０６５円で補てんしたところであります。 

事業面では、配水管布設工事、老朽管布設替工事、老朽化した取水設備の改修等、９工

事で工事延長８７３．３メートルを実施いたました。また第８期拡張事業につきましては、

５工事で工事延長７０４．９５メートルを実施いたしました。 

 今後とも、なお一層の効率的な経営に向け、企業努力してまいる所存であります。 

議案第６６号 豊前市下水道事業特別会計の決算であります。 

まず、豊前市公共下水道事業について、平成２７年度決算は、収益的収入では、収入４

億４０８６万７６５８円に対し、支出４億８６４３万８４５１円であり、消費税を除いた

当年度純損失は、４８９３万３２６３円となっています。なお、営業外収入につきまして

は、当年度他会計補助金及び長期前受金戻入による収益であります。 

諸経費の節減に努めましたが、支出の主な要因は、有形固定資産の減価償却費によるも

のであります。 

また資本的収支は、収入６８８１万８３００円、うち２１０万円は翌年度繰り越しの財

源に充当する額に対し、支出２億７８４７万１５３３円であり、差引２億１１７５万３２

３３円の不足が生じておりますが、この不足額につきましては、過年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額４５８万４８９８円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額３３６万２４７０円、過年度分損益勘定留保資金、２億３８０万５８６５円で補て

んしたところであります。 

事業面では、汚水管渠布設等６工事、工事延長５８３．７メートルを実施いたしました。 

続いて、豊前市農業集落排水施設事業について、平成２７年度分決算は、収益的収支で

は、収入２６２２万４８１０円に対し、支出３２１０万７４２２円であり、消費税を除い

た当年度純損失は、５８８万２６１２円となっています。なお、営業外収入につきまして

は、当年度分他会計補助金による収益であります。 

諸経費の節減に努めましたが、支出の主な要因は、有形固定資産の減価償却費によるも

のであります。 

また、資本的収支では、支出１３４０万５７５８円であり、同額の不足が生じておりま

すが、この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金１３４０万５７５８円で補

てんしたところであります。 

今後とも、なお一層の効率的な経営に向け、企業努力してまいる所存であります。 

議案第６７号 豊前市東部地区工業用水道事業会計の平成２７年度決算は、収益的収支

では収入２６９０万８２４円に対し、支出２５８０万６５６８円であり、消費税を除いた

当年度純利益は、１０９万４２５６円となっています。 

なお、営業外収入につきましては、業務受託収益及び長期前受金戻入による収益であり

ます。 
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また資本的収支では、収入４４７万４７３０円に対し、支出４４７万４７３０円であり、

不足は生じておりません。 

報告第５号は、平成２７年度豊前市の財政の健全化判断比率について、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて報告

するものであります。 

健全化判断比率である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担

比率は、いずれも国の早期健全化基準を大きく下回っており、健全な財政状況にあると判

断されました。 

報告第６号は、平成２７年度豊前市工業用地造成事業特別会計の資金不足比率について、

報告第７号は、平成２７年度豊前市水道事業会計の資金不足比率について、報告第８号は、

平成２７年度豊前市下水道事業特別会計の資金不足比率について、報告第９号は、平成２

７年度豊前市東部地区工業用水道事業会計の資金不足比率についてであります。 

各会計の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第

１項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて報告するものであります。 

各会計における資金不足比率については、資金不足を生じた会計がないため、いずれも

経営健全化基準に該当しておりません。 

報告第１０号は、豊前市土地開発公社の平成２７年度事業及び決算並びに平成２８年度

事業計画及び予算について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により報告するもの

であります。 

以上、提出議案の概要について御説明申し上げましたが、いずれの議案も市政運営上、

緊急かつ必要な案件でありますので、議員各位には慎重に御審議の上、すみやかに御議決

くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 

○議長 磯永優二君 

 以上で、議案の上程並びに提案理由の説明を終わります。 

 次に、今定例会に提案されております決算認定案件に関し、監査委員に審査の概要につ

いて報告を求めます。初山監査委員。 

〇監査委員 初山吉治君 

それでは、平成２７年度の一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算審査の報告

をいたします。 

審査は、市長から提出されました各会計の歳入歳出決算書、及び付属書類等をもとに本

年の６月１日から８月１２日まで、岡本監査委員とともに実施いたしました。 

各会計の決算書及び関係書類の合規性、並びに計数の正確性、決算収支の内容などに主

眼を置き、関係諸帳簿との照合、点検、担当課からのヒアリング等により審査を行いまし

た。 
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審査に付されました各決算書は、関係法令に準拠して作成されており、決算の計数は関

係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、適正と認められました。また、予算執行状況も所

期の目的に従って、おおむね効率的に執行されているものと認められました。 

詳細につきましては、お手元に配付されております意見書等に記載しておりますので、

省略させていただきますが、２点ほど意見として述べさせていただきます。 

普通会計の経常収支比率は、２７年度決算では９４．３％、前年度の９５．８％に比べ

ると１．５ポイント改善されております。わずかな下げ幅ではありますが、大変だったと

思います。執行部に深く敬意を表します。しかし、依然としてまだまだ高い数値だと思わ

れますので、引き続き改善に努めていただきたいと思います。 

９月定例会は、決算議会と言われております。当初予算と財政調整基金についての考え

を述べさせていただきます。 

財調は、特定目的の基金と違いまして、年度間の財源調整のために積み立てている貯金

で、それを取り崩したから、それだけで直ちに財源不足とは言えません。しかしながら、

当初予算に財調の取り崩しを組み入れなければ予算編成が出来づらいとすると、それは明

らかに歳出の予算規模が安定した歳入の水準に比べて大きい、すなわち歳出過多になって

いる状態だと考えられます。 

一般家庭の家計と同じように、貯金の取り崩しは、本来、臨時的な措置であるべきで、

貯金を定期的に取り崩していれば、貯金はすぐに底をつきます。 

ここ数年、本市の予算編成も当初から財調の繰り入れを数億円見込まざるを得なかった

と思います。結果的には、財政当局の頑張りによりまして、取り崩し額を少なくしたり、

また特に、２７年度は取り崩しなしで決算を行っております。 

入ってくるお金以上のお金は使えません。これを歳入・身の丈の行政運営と言います。

このような限られた財源、収入の中で、今後、ますます増大するであろう財政需要に応え

ることは、本当に大変なことだと考えますが、どうか歳入の身の丈を守り、健全財政を維

持しつつ地方自治の本旨である住民福祉の向上に最大の効果をあげられるよう、努めてい

ただきたいと思います。 

次に、公営企業の決算でありますが、お手元に議案の決算書等から抜粋いたしました、

Ａ４のペーパーを配付させていただきました。４事業の損益計算書を１表にまとめたもの

でございます。 

事業の経営成績を表す損益計算書は、大きく分けると主たる業務活動から生じる営業収

支と、それ以外の営業外収支に区分されます。本市の場合、４事業全ての会計で営業収支

は赤字であります。 

営利を目的とする民間企業とは、単純には比較はできませんが、入ってきた料金収入等

で掛かった経費が回収できていない経営をずっと続けております。公営企業は、本来、独
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立採算性が原則でありますが、一般会計からの補助金、いわゆる営業外収入に大きく依存

しているのが現状であります。 

一般会計が赤字の場合、大型事業等を数年先延ばしするとか、中止するとか、そういっ

たことも可能かと考えますが、公営企業の場合、赤字になったから、そのサービスをやめ

るというわけにはいきません。このまま今のサービスを維持するには、一般会計がこのま

ま補助金をずっと出し続けるか、あるいは負担の見直しを視野に入れるかなど、選択肢は

限られています。 

このことは、市が策定した水道ビジョンや公認会計士による経営分析においても同様な

指摘がされているかと思います。 

キャッシュフロー、その他の財政分析指標を見て、今すぐ赤信号というわけではないと

考えますが、このままでよいとは誰も思っていないはずです。 

担当部署においては、徹底した歳出の削減、新規加入促進により収入の増加を図るなど、

努力はされておりますが、根本的な改善には至っておりません。 

現在、協議がなされているかと思いますが、し尿など一部事務組合及び近隣自治体や水

道企業団との有機的な連携、並びに公共下水と農業集落排水との事業統合などを早急に実

現させ、経営の効率化を図り、市民の生活に欠くことのできない、これらのサービスを安

定的に持続提供できるように努めていただきたいと思います。これが公営企業に課せられ

た大きな使命であると考えます。 

私も市のＯＢでございますが、これを一担当課の問題とせず、全職員共通認識のもとに

取り組んでいただきたいと思います。 

以上、簡単ですが、２７年度の決算審査の報告といたします。 

○議長 磯永優二君 

 以上で、初山監査委員の報告を終わります。 

 続きまして、日程第５ 決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会に提出されました議案第５８号 平成２７年度豊前市一般会計歳入歳出決算の認

定については、委員７人をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審

査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議なしと認めます。よって、本件は、そのように決定いたしました。 

 ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、２番 秋成英人議員、４番 黒江哲文議員、５番 平田精一議員、６番 

鈴木正博議員、７番 福井昌文議員、８番 鎌田晃二議員、１０番 古川哲也議員。 

以上、７名を指名いたします。 



- 9 - 

 決算特別委員会委員の皆さんは、本会議終了後、第１委員会室にお集まりいただき、正

副委員長の互選を行うようお願いいたします。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、一般質問は、９月１２日から１４日までの３日間を予定しております。なお、議

案に対する質疑は、一般質問終了後に行います。 

一般質問並びに議案に対する質疑のある方は、本日午後５時までに発言通告書の提出を

お願いいたします。発言の順序は、通告書提出の順序といたしますが、議事運営上、変更

することもございますので、御了承願います。 

 それでは、本日はこれをもって散会いたします。 

 お疲れ様でした。 

散会 １０時３８分 


